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（１）自己資本に関する事項 
 
（１）自己資本調達手段の概要 
　当金庫の自己資本につきましては、地域のお客様による普通出資金にて調達しております。 
 

（2）自己資本の充実度に関する評価方法の概要 
　当金庫は、創立以来、地域のお客様による普通出資金の積み上げと、利益計上からの内部留保により自己資本を充実させ、経営の健全性・
安全性を充分保っていると評価しております。 
　また、当金庫は健全性を確保することを目的とした「自己資本管理規程」を制定し、統合的リスク管理態勢からリスク限度枠と自己資本充
実度を対比した評価方法をとっております。 
　平成19年3月末より新しい自己資本比率規制が施行されておりますが、当金庫の自己資本比率は、早期是正措置の対象となる国内基準
の4％を大きく超えており、適正な水準であると考えております。 
　なお、自己資本比率告示第6条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社（資本控除となる非連結子会社等）のうち、
規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額に関しましては、対象となる会社はありません。 

当金庫の自己資本充実の状況等について 

（注）1.「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であ
るかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。なお、当金庫グループは国内基準を採用しております。 

2.平成22年度については、自己資本比率規制の一部を弾力化する特例（平成20年金融庁告示第79号）に基づき、「その他有価証券の評価差損」を基本的項目から控除しておりませ
ん。なお、「その他有価証券の評価差損」の額（206百万円）を控除して計算した場合には、自己資本比率は単体で14.19％、連結で14.21％となります。 
平成23年度については、「その他有価証券評価差損」が計上されていないため自己資本比率規制の一部を弾力化する特例の影響はございません。 

単体における事業年度の開示事項 

項　　　目 平成23年度 
（単位：百万円） 連結における事業年度の開示事項 

項　　　目 平成23年度 
（単位：百万円） 

（ 　 自 　 己 　 資 　 本 　 ）    

出 資 金    

利 益 準 備 金    

特 別 積 立 金    

繰 越 金 （ 当 期 末 残 高 ）    

処 分 未 済 持 分    

そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損    

基本的項目          （Ａ） 

土地の再評価額と再評価の直前の帳

簿価額の差額の45％に相当する額   

一 般 貸 倒 引 当 金    

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等    

補 完 的 項 目 不 算 入 額    

補完的項目      （Ｂ） 

自己資本総額［（Ａ）＋（Ｂ）］  （Ｃ） 

他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額   

負債性資本調達手段及びこれに準ずるもの  

期限付劣後債務及び期限付優先出資  

並 び に こ れ ら に 準 ず る も の   

控 除 項 目 不 算 入 額    

控除項目計                          （Ｄ） 

自己資本額［（Ｃ）－（Ｄ）］ （Ｅ） 

（ リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ）    

資 産（ オ ン・バ ラ ン ス 項 目 ）   

オ フ・バ ラ ン ス 取 引 等 項 目    

オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額   

リスク・アセット等計 　（Ｆ） 

単体Ｔｉｅｒ１比率 　　（Ａ／Ｆ） 

単体自己資本比率 （Ｅ／Ｆ） 
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  12,799 

   

  80,666 

  239 

  6,908 

  87,814 

  15.60％ 

  14.57％ 

（ 　 自 　 己 　 資 　 本 　 ）     

出 資 金     

利 益 剰 余 金     

処 分 未 済 持 分     

そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損     

営 業 権 相 当 額     

の れ ん 相 当 額     

基本的項目          （Ａ）  

土地の再評価額と再評価の直前の帳

簿価額の差額の45％に相当する額    

一 般 貸 倒 引 当 金     

負 債 性 資 本 調 達 手 段 等     

補 完 的 項 目 不 算 入 額     

補完的項目      （Ｂ）  

自己資本総額［（Ａ）＋（Ｂ）］  （Ｃ）  

他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額    

負債性資本調達手段及びこれに準ずるもの   

期限付劣後債務及び期限付優先出資   

並 び に こ れ ら に 準 ず る も の    

控 除 項 目 不 算 入 額     

控除項目計                            （Ｄ） 

自己資本額［（Ｃ）－（Ｄ）］ （Ｅ）    

（ リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ）     

資 産（ オ ン・バ ラ ン ス 項 目 ）    

オ フ・バ ラ ン ス 取 引 等 項 目     

オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額    

リスク・アセット等計 　（Ｆ） 

連結Ｔｉｅｒ１比率 　　（Ａ／Ｆ） 

連結自己資本比率 （Ｅ／Ｆ） 
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  15.43％ 

  14.42％ 
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  13,403 
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  79,402 
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  15.46％ 

  14.45％ 
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（単位：百万円） 

所要自己資本額 項　　　目 リスク・アセット 

連　結 

平成23年度 平成23年度 

イ.信用リスク・アセット・所要自己資本の額合計  

①標準的手法が適用されるポ－トフォ

リオごとのエクスポージャー 

現 金  

我が国の中央政府及び中央銀行向け 

外国の中央政府及び中央銀行向け 

国 際 決 済 銀 行 等 向 け  

我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向け  

外国の中央政府等以外の公共部門向け 

国 際 開 発 銀 行 向 け  

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向け  

我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向け  

地 方 三 公 社 向 け  

金融機関及び第一種金融商品取引

業者向け 

法 人 等 向 け  

中小企業等向け及び個人向け  

抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン  

不 動 産 取 得 等 事 業 向 け  

三 月 以 上 延 滞 等  

取 立 未 済 手 形  

信用保証協会等による保証付  

株式会社企業再生支援機構による保証付 

出 資 等  

上 記 以 外  

②証 券 化 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー  

証 券 化（ オ リジ ネ ー タ ー ） 

証券化（オリジネーター以外） 

③複数の資産を裏付とする資産（所謂

ファンド）のうち、個々の資産の把握

が困難な資産  

ロ . オ ペ レ ー ショナ ル・リ ス ク   

ハ . 総 所 要自己 資 本 額（イ＋ロ ）  

所要自己資本額 リスク・アセット 

単　体 

平成23年度 平成23年度 
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平成22年度 平成22年度 平成22年度 平成22年度 
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（注）1．所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％ 

2．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。 
3．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法
人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。 
4．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定しています。 
 
 
 
 
 
5.単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％ 

       　＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞ 

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％ 

直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数 

 

 

÷8％ 

（3）自己資本の充実度に関する事項 
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